
議案第１９４号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議決を求める。

  平成３０年１１月２８日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路  線  名 延  長 

   ｍ 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地

Ｄ 第 ３ ７ １ 号 線 16 52 1 80 

さいたま市南区辻三

丁目２５３７番地先

さいたま市南区辻三

丁目２５３６番地先

２ ０ ４ ７ ３ 号 線 98 70 

1

～

4

82 

00 

さいたま市見沼区大

字南中野字道半山７

１５番９地先 

さいたま市見沼区大

字南中野字道半山７

１３番２地先 

３ １ ０ ５ ０ 号 線 8 27 1 82 

さいたま市西区大字

内野本郷字前原２８

９番１２地先 

さいたま市西区大字

内野本郷字前原２８

９番１２地先 


